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日本とドイツ連邦共和国（以下、「ドイツ」）両国政府は、二重課税防止に係る新租税
条約（以下、「新租税条約」）の草案について合意に至りました。

新租税条約では、日本とドイツ間の相互投資を奨励するため、配当、利子及び使用
料に係る源泉所得税率が軽減されます。ドイツと日本の最近の条約政策に則り、 
一定の要件を満たす配当、利子及び使用料については源泉所得税が免除されると
思われます。また、恒久的施設（PE）に帰属する所得の計算について、OECD承認 
アプローチ（AOA: Authorized OECD Approach）が導入されます。

手続面からは、新租税条約には条約の適用や解釈に係る争いの裁定を行う仲裁手
続き（いわゆる仲裁規定）が導入され、ドイツと日本の税務当局間の協力拡大が図
られます。

両国での署名及び条約批准手続が遅滞なく完了すれば、新租税条約の発効は
2017年1月1日となることが予想されます。

新租税条約の文面はいまだ公表されていませんが、リリースされた情報では、現
行租税条約を大きく改善するものとなっており、日本からドイツ、又はその逆の投
資が奨励される内容になるといわれています。この点からも、新租税条約において
は、一定の要件を満たす配当、利子及び使用料の源泉所得税が免除されるものと
考えられます。更なる情報が発表され次第、追ってご報告させて頂きます。
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EYについて
EYは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの分野における世界的なリー
ダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらし
ます。私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出してい
きます。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のために、より良い世界の構築に貢献
します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバル・ネットワークであり、単体、もし
くは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アン
ド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していませ
ん。詳しくは、ey.com をご覧ください。

EY税理士法人について
EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロスボーダー取引、M&A、組
織再編や移転価格などにおける豊富な実績を持つ税務の専門家集団です。グローバルネットワーク
を駆使して、各国税務機関や規則改正の最新動向を把握し、変化する企業のビジネスニーズに合わ
せて税務の最適化と税務リスクの低減を支援することで、より良い世界の構築に貢献します。詳しく
は、www.eytax.jp をご覧ください。
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